
（申請１０） 

 

  

指定管理者制度適用施設の概要・制度適用方法 

１ 施設の概要 

⑴ 名称 米子市営万能町住宅（改良住宅） 

⑵ 所在地 米子市万能町１４２番地 

⑶ 構造 

 

鉄筋コンクリート造り 

地上４階建て 

⑷ 敷地面積 ９５６.５３平方メートル 

⑸ 建築面積 １９９.４０平方メートル 

⑹ 建設年月日 昭和４８年４月１日 

⑺ 主な施設内容 居住施設１６戸（倉庫含む）、集会所、駐車場（１４台収容） 

⑻ 施設の設置目  

 的（総合計画と

の関連性等） 

当該施設は市営住宅であり、住宅に困窮する低額所得者のための

施設である。該当者に対して、適切に住戸を提供していく。 

 

⑼ 施設の現状 市営住宅として適切に管理している。 

⑽ 施設の運営状 

 況（令和５年 

 度９月末現在）

の概要 

居住施設１６戸中１５戸入居 
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２ 制度適用方法 

 ⑴ 指定の期間 

   令和６年４月１日～令和１１年３月３１日（５年間） 

 ⑵ 業務の範囲及び管理の基準（主なもの） 

  ア 入居者に関する業務 

  イ 施設等の維持管理 

 ⑶ 管理業務の処理体制 

   職員の適正配置のほか体制の整備。 

⑷ 市が直接行う業務 

 市に専属的に付与された行政処分（家賃額の決定など） 

⑸ 管理業務の処理に必要な経費 

   指定管理者は、管理業務の処理に必要な経費を、指定管理料によって賄う。 

 ⑹ その他の条件 

   特になし 



（申請１０） 

 

  

指定管理者制度適用施設の概要・制度適用方法 

１ 施設の概要 

⑴ 名称 米子市営大工町住宅（再開発住宅） 

⑵ 所在地 米子市大工町１０５番地 

⑶ 構造 

 

鉄筋コンクリート造り 

地上５階建て 

⑷ 敷地面積 １,３１５.５５平方メートル 

⑸ 建築面積 ３１８.４０平方メートル 

⑹ 建設年月日 昭和５５年４月１日 

⑺ 主な施設内容 居住施設２９戸（倉庫含む）、駐車場（１６台収容） 

⑻ 施設の設置目  

 的（総合計画と

の関連性等） 

当該施設は市営住宅であり、住宅に困窮する低額所得者のための

施設である。該当者に対して、適切に住戸を提供していく。 

 

⑼ 施設の現状 市営住宅として適切に管理している。 

⑽ 施設の運営状 

 況（令和５年 

 度９月末現在）

の概要 

居住施設２９戸中２２戸入居 
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２ 制度適用方法 

 ⑴ 指定の期間 

   令和６年４月１日～令和１１年３月３１日（５年間） 

 ⑵ 業務の範囲及び管理の基準（主なもの） 

  ア 入居者に関する業務 

  イ 施設等の維持管理 

 ⑶ 管理業務の処理体制 

   職員の適正配置のほか体制の整備。 

⑷ 市が直接行う業務 

 市に専属的に付与された行政処分（家賃額の決定など） 

⑸ 管理業務の処理に必要な経費 

   指定管理者は、管理業務の処理に必要な経費を、指定管理料によって賄う。 

 ⑹ その他の条件 

   特になし 



（申請１０） 

 

  

指定管理者制度適用施設の概要・制度適用方法 

１ 施設の概要 

⑴ 名称 米子市営東町住宅（従前居住者用住宅） 

⑵ 所在地 米子市東町４４６番地 

⑶ 構造 

 

鉄筋コンクリート造り 

地上７階建て 

⑷ 敷地面積 １,４７１.２２平方メートル 

⑸ 建築面積 ５５２.９０平方メートル 

⑹ 建設年月日 平成１１年４月１日 

⑺ 主な施設内容 居住施設３５戸（倉庫含む）、店舗２戸、駐車場（３０台収容） 

⑻ 施設の設置目  

 的（総合計画と

の関連性等） 

当該施設は市営住宅であり、住宅に困窮する低額所得者のための

施設である。該当者に対して、適切に住戸を提供していく。 

 

⑼ 施設の現状 市営住宅として適切に管理している。 

⑽ 施設の運営状 

 況（令和５年 

 度９月末現在）

の概要 

居住施設３５戸中３４戸入居 

店舗２戸中２戸入居 
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２ 制度適用方法 

 ⑴ 指定の期間 

   令和６年４月１日～令和１１年３月３１日（５年間） 

 ⑵ 業務の範囲及び管理の基準（主なもの） 

  ア 入居者に関する業務 

  イ 施設等の維持管理 

 ⑶ 管理業務の処理体制 

   職員の適正配置のほか体制の整備。 

⑷ 市が直接行う業務 

 市に専属的に付与された行政処分（家賃額の決定など） 

⑸ 管理業務の処理に必要な経費 

   指定管理者は、管理業務の処理に必要な経費を、指定管理料によって賄う。 

 ⑹ その他の条件 

   特になし 



（申請１０） 

 

  

指定管理者制度適用施設の概要・制度適用方法 

１ 施設の概要 

⑴ 名称 米子市営陰田町住宅（準特定優良賃貸住宅）（公営型） 

⑵ 所在地 米子市陰田町６４９番地６ 

⑶ 構造 

 

鉄筋コンクリート造り 

地上８階建て 

⑷ 敷地面積 ４,０５３.４２平方メートル 

⑸ 建築面積 ５４２.９９平方メートル 

⑹ 建設年月日 平成１１年４月１日 

⑺ 主な施設内容 ８階建て部分の８階居住施設５戸（倉庫含む）、駐車場（５台収容） 

⑻ 施設の設置目  

 的（総合計画と

の関連性等） 

当該施設は市営住宅であり、住宅に困窮する低額所得者のための

施設である。該当者に対して、適切に住戸を提供していく。 

 

⑼ 施設の現状 市営住宅として適切に管理している。 

⑽ 施設の運営状 

 況（令和５年 

 度）の概要 

居住施設５戸中５戸入居 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（申請１０） 

 

  

２ 制度適用方法 

 ⑴ 指定の期間 

   令和６年４月１日～令和１１年３月３１日（５年間） 

 ⑵ 業務の範囲及び管理の基準（主なもの） 

  ア 入居者に関する業務 

  イ 施設等の維持管理 

 ⑶ 管理業務の処理体制 

   職員の適正配置のほか体制の整備。 

⑷ 市が直接行う業務 

 市に専属的に付与された行政処分（家賃額の決定など） 

⑸ 管理業務の処理に必要な経費 

   指定管理者は、管理業務の処理に必要な経費を、指定管理料によって賄う。 

 ⑹ その他の条件 

   特になし 


